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はじめに 

 

埼玉県南東部に位置する戸田市は、交通の利便性や住環境の魅力などから人口増加が続

いています。人口増加率も埼玉県内１位であり（平成２７年国勢調査）、平均年齢は４

０．８歳（平成３１年１月１日現在）と２４年連続で県内一若い市となっています。それ

に伴い、子育て世代の保育需要は高まっています。 

平成３１年４月１日時点で、戸田市内には保育施設等が５６園（公立と私立合わせた認

可保育所４３園、小規模保育事業所１１園、事業所内保育事業所２園）、その他に認可外

保育施設等があります。 

そのうち、家庭的保育事業等（小規模保育事業、事業所内保育事業など）の適正な実施

の確保を図るため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）及び

社会福祉法（昭和２６年３月２９日法律第４５号）の規定に基づき指導監査を実施しまし

た。 

本報告書は、平成３０年度戸田市家庭的保育事業等指導監査を通じて、家庭的保育事業

等について知っていただくとともに、よりよい家庭的保育事業等について考えるきっかけ

となることを目指して作成しました。事業者の皆様のみならず、保育施設等を利用もしく

は利用の検討をされている方にも役立てていただければ幸いです。 
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１ 家庭的保育事業等指導監査の概要 

（１）基本方針 

指導監査は「戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第２３号。以下「条例」という。）」及び「戸田市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年９月

３０日条例第２４号）」に規定する基準に基づいて認可・確認を受けた家庭的保育

事業等の事業者に対して、適切な運営状況及び利用者の処遇状況、その他必要な事

項について、改善を要する項目の指摘や助言等の指導を行いました。 

なお、この報告書において使用する用語の意義は、法及び条例、その他関係法令

で使用する用語の例によるものとします。 

 

（２）実施状況 

条例に基づいて実施した平成３０年度戸田市家庭的保育事業等指導監査の状況は、

表１のとおりです。市で認可した家庭的保育事業等の事業所における、保育及び事業運

営の状況等について、実地による「一般指導監査」を実施しました。 

平成３０年度において問題や性質等の重要性や緊急性に応じて実施する「特別指導監

査」を実施した例はありませんでした。 

 

表１ 平成３０年度家庭的保育事業等指導監査の実施状況 

 

実施日 施設名称 

１０月１７日 北戸田さくら保育園 

１０月１９日 ちびっこランド戸田公園 

１０月２４日 なでしこ戸田第一保育園 

１０月２６日 京葉流通倉庫㈱ＴＬＣキッズランド 

１０月３０日 埼玉ヤクルト保育園やぁみぃ保育ルーム 

１１月 ２日 ポッポの家保育所 

１１月１４日 ふるーる保育園戸田公園駅前園 

１１月１６日 アメリカンキッズ英語保育園戸田本町園 

１１月２０日 保育園元気キッズ 

１２月 ７日 ぱすてるはうす 

１２月１８日 保育ルーム スターキッズ北戸田園 

１２月２１日 ひなた保育園 

１２月２６日 チャイルドルームりとるすたあ 
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２ 指導監査の結果 

（１）指導事項等について 

指導監査後に、是正又は改善を要すると認められた事項（指導事項・注意事項）、

及び市として助言することが望ましいと思われた事項（助言事項）について、家庭的

保育事業者等に対して文書で通知をしました。是正又は改善を求めた事項のうち、重

要な事項（指導事項）については期限を付して改善報告書の提出を求めました。 

平成３０年度の指導監査における指導事項及び注意事項、各々の件数は、表２の

とおりです。 

 

表２ 主な指導事項と注意事項の件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導事項については、すべての事業者から改善報告書の提出を受けています。一部改

善中の指導事項もありますが、現在事業者からは改善に向けて動いているとの報告を受

けており、近々すべての改善を見込める状況にあります。 

また、注意事項については、市と事業者との連絡を密にしながら、継続的な指導体制

をとっています。助言事項についても、保育幼稚園室に平成３１年４月から配置してい

る「保育コンシェルジュ」などを活用しながら、市の相談体制を充実させることで保育

の内容及び質の向上、並びに事業運営の適正化を図っています。 

 

項 目 指導事項 注意事項 

ア 会計経理・帳簿等 0件 4件 
イ 給食・調理業務 1件 13件 

ウ 事故防止及び発生時の対応 0件 1件 

エ 防災・防犯対策 0件 10件 

オ 職員配置・管理 0件 2件 

カ 職員・保育の帳簿等 0件 19件 

キ 職員の処遇・健康管理 0件 4件 

ク 保育計画の作成・評価の実施 15件 2件 

ケ 安全管理 0件 9件 

コ 連携施設 0件 2件 

サ 児童の健康管理 0件 3件 

シ 施設設備の状況 1件 2件 

ス 苦情対応 0件 1件 

セ 児童の受入れ状況 0件 0件 

ソ 労働基準法・労働契約関係 0件 5件 

タ その他 6件 9件 

合 計 23件 86件 
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（２）主な指導事項について 

該当事業者への主な指導事項については、次のとおりです。 

 

ク 保育計画の作成・評価の実施 

・施設の自己評価を実施すること 

・全体的な計画を作成すること 

・月間指導計画には評価・反省欄を設け、保育の振り返りを行うこと 

シ 施設整備の状況 

    ・什器等を設置する場合は、事前に認可及び確認の変更手続きを行うこと 

タ その他 

・運営規程の記載不備 

 

（３）主な注意事項について 

該当事業者への主な注意事項については、次のとおりです。 

 

エ 防災・防犯対策 

   ・消火訓練は少なくとも毎月1回は実施すること 

カ 職員・保育の帳簿等 

・毎月提出を行う職員状況報告書を適正に作成すること 

・プール日誌は水深・監視者名・クラスごとに時間等を記入し、塩素濃度を測定、

記録すること 

オ 職員配置・管理 

 ・無理のない職員体制を整えるよう努めること 

キ 職員の処遇・健康管理 

  ・職員の健康診断を実施、記録を保管すること 

タ その他 

  ・公定価格に含まれている衛生用品等は、保護者から徴収しないこと 

 

３ 全体の評価と課題 

 家庭的保育事業等については、平成２７年度から市の認可事業として始まりました。平成

３０年度戸田市家庭的保育事業等指導監査に当たっては、過年度での指導監査と比べ、多く

の園で関係法令等の遵守や法令の整備などの面において、より適正な運営に努めていまし

た。そのため、指導事項等の全体的な内容についても、過年度の指導監査よりも細かな法令

等に対する違反等の事項の割合が多くなっていました。 

 その中で、平成３０年度の指導事項については各事業者の方の対応も早く、単年度での改

善が難しい事項を除いて改善報告が出ております。注意事項については引き続き改善を求め

ていくほか、毎年度の指導監査にて確認していきます。 

具体的には施設の自己評価を実施することや全体的な計画を作成することなどについて
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は、利用者にとって変化をすぐには感じにくいところもあります。しかし、保育現場を取り

巻く状況は日々変化し、求められる質も高まっている中で、長期的な目線での保育の質の確

保は重要です。そのためにも直接子どもと向き合う時間とともに、保育計画の作成・評価の

実施も求められるところであります。 

改善報告の必要のない事項についても、帳簿等の整備を含めて、少人数を対象としている

家庭的保育事業等の良さであるきめ細かな保育にはより必要なものであるとともに事業者の

方には改善が求められるところになります。 
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おわりに 

 

戸田市は保育需要の増加によって平成２８年に保育施設等の待機児童数が県内ワーストの

１０６人となりました。こうした状況に対応するため、３年間の待機児童緊急対策アクショ

ンプランを策定し、受入枠の緊急拡大や保育人材の緊急確保を様々な方策で行ってきまし

た。その結果、２０１６年（平成２８年）をピークに待機児童数は減少し、平成３１年４月

時点で、４人にまで落ち着いてきたところであります。今後は量から質への転換を図り、長

期的・安定的な保育人材の確保や定着化、質の高い保育の実現を目指してまいります。 

そのうえで、この家庭的保育事業等指導監査は、大きな役割を担っていくと考えておりま

す。今後も、指導監査体制及びその後のフォローアップや支援体制の充実などを通して、事

業者の皆様と共に質の高い保育を推進していきたいと考えておりますので、事業者の皆様に

は引き続きご尽力いただきますようお願い申し上げます。 

また、平成３０年に市内保育関係者・学識経験者・市が一丸となって「とだの保育創造プ

ロジェクト会議」を発足させ、現在、（１）保育人材の確保、（２）保育人材の定着化、

（３）戸田市の保育の魅力アップの３つを大きなテーマとして検討しています。 

引き続き、戸田市全体が子どもとともに成長していけるように努めてまいりますので、事

業者、ご利用者の皆様にはご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

戸田市こども青少年部 

保育幼稚園室 


